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研究要旨 
 ⽇本循環器学会及び⽇本脳卒中学会と連
携し、脳卒中と⼼臓病の SWG（サブワーキ
ンググループ）に分かれて、脳卒中・⼼臓病
等総合⽀援センター事業の採択府県を対象
として、回復期以降の循環器病に対する患
者⽀援体制の現状調査を⾏い、上記の研究
で抽出された課題の原因を調査した。 
 
A．研究⽬的 
 ⽇本循環器学会及び⽇本脳卒中学会と連
携し、回復期以降の循環器病に対する患者
⽀援体制の現状調査を⾏い、上記の研究で
抽出された課題の原因を調査し、多職種・多
機関の連携による⽀援体制を充実させする
ための⼿法を提案することを⽬的とする。 
  
B．研究⽅法 
 ⼼臓病 SWG において令和 5 年度に実施
した調査研究の⽅法は以下の通りである。
詳細は 
別添 4 に記載した。 
① 慢性⼼不全看護認定看護師や⼼不全療
養指導⼠を対象とした調査 
② 相談⽀援窓⼝に従事する多職種スタッ
フへの調査 
③ 脳卒中・⼼臓病等総合⽀援センター事業

採択府県における循環器相談⽀援部⾨の⽀
援体制の調査 

脳卒中 SWG においては、令和 5 年度に、
岩⼿県・宮城県・栃⽊県・富⼭県・京都府・
福岡県・熊本県の 7 府県において、ほぼす
べての急性期・回復期リハビリテーション
病院から直接⾃宅退院した 69 歳以下の急
性期脳卒中発病前に就労していた患者を対
象として、両⽴⽀援に関する調査を施⾏し
た。 
C．研究結果 
 ⼼臓病 SWG による慢性⼼不全看護認定
看護師や⼼不全療養指導⼠を対象とした調
査では、相談⽀援の対象となった疾患は⼼
不全、虚⾎性⼼疾患、弁膜症、頻脈性不整脈
が上位を占めた。循環器病の患者・家族への
相談⽀援における多職種連携について27％
が意⾒を出し合う場⾯が⼗分でない、30％
が合意形成が⼗分に⾏われていないと回答
した。また、 相談⽀援窓⼝に従事する多職
種スタッフへの調査では、相談⽀援のニー
ズが⾼い疾患として、⼼不全、⼼筋症、虚⾎
性⼼疾患が挙げられた。詳細は別添 4 に記
載した。 
 脳卒中 SWG による 7 府県調査では、岩
⼿県・宮城県・栃⽊県・富⼭県・京都府・福
岡県・熊本県の 7 府県において、直接⾃宅
退院した 69 歳以下の急性期脳卒中発病前



に就労していた患者は 1640 名であること
が判明した。この 7 府県で、⽇本脳卒中学
会の⼀次脳卒中センター年次報告データに
よると令和 4 年に発⽣した急性期脳卒中は
38786 名であるため、両⽴⽀援の潜在的な
対象者は急性期脳卒中患者の約 8.5％であ
ることが、悉皆性のある調査により判明し
た。 
 
D．考察 
 ⼼臓病 SWG による調査について詳細は
別添 4 に記載した。相談⽀援における多職
種連携の重要性は認識されているものの、
意⾒交換や合意形成の不⼗分さが課題であ
ることが判明した。また、対応が困難と感じ
る内容として挙げられた緩和ケア、予後、不
安・精神的苦痛については、他の専⾨職との
連携を強化する必要がある。地域連携にお
いて対応が困難とされた内容については、
総合⽀援センターと各医療機関との連携に
よる対応が⼀層求められる。回復期以降の
具体的な⽀援内容として医療福祉相談や復
職・就職⽀援が挙げられ、社会福祉⼠が回復
期以降の相談⽀援において重要な役割を担
っていることが⽰唆されることから、回復
期以降の循環器疾患患者の相談⽀援におけ
る社会福祉⼠の役割の実態と課題を明らか
にすることが望まれる。 
 脳卒中 SWG における調査では、岩⼿県・
宮城県・栃⽊県・富⼭県・京都府・福岡県・
熊本県の 7 府県において令和 5 年度下半期
に発⽣したほぼすべての急性期脳卒中症例
が対象とされ、その中で両⽴⽀援の潜在的
な対象者（すなわち、発病前に就労している
69 歳以下で⾃宅に復帰できた脳卒中患者）
は 8.5％であることが⽰された。この限られ
た対象に対して有効に仕事と治療の両⽴⽀
援をおこなっていく対策を今後検討する必

要がある。令和 6 年度には、本調査と同様
の⼿法で、脳卒中・⼼臓病等総合⽀援センタ
ー事業採択府県において、どのような就労
⽀援リハビリテーションが、どのような職
種によって、いつの時期に⾏われているか
の調査が⾏われる予定であり、適切な両⽴
⽀援の展開について検討が⾏われる⾒込み
である。 
 
E．結論 

調査研究の結果から、多職種・多機関連携
による循環器病の相談⽀援の現状を明らか
にした。引き続き調査研究を実施し、回復期
以降の適切な相談⽀援に必要な体制・要件
を整理することが求められる。 
 
F. 健康危険情報 
  該当なし 
 
G．研究発表 
１．論⽂発表 
 該当なし。 
２．学会発表 
・眞茅みゆき, 循環器病を有する患者およ
び家族に対する療養上の相談⽀援に関する
実態調査. 第88回⽇本循環器学会学術集会. 
2024 年 3 ⽉ 10⽇. 兵庫県神⼾市.  
・宮本 享, 多職種地域連携のハブとなる
脳卒中・⼼臓病等総合⽀援センター. 第 47
回⽇本脳卒中学会学術集会. 2024 年 3 ⽉ 8
⽇. 神奈川県横浜市. 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含
む。）該当なし 
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回復期以降の循環器病に対する多職種連携による患者⽀援体制の充実・普及に資する研究 
 

令和 5 年度 分担研究報告 
 

研究分担者 安⽥  聡 東北⼤学医学系研究科 教授 
   ⼭本 ⼀博 ⿃取⼤学医学研究科  教授 
   安⻫ 俊久 北海道⼤学医学研究院 教授 
   牧⽥  茂 埼⽟医科⼤学医学研究科 客員教授 

 
研究要旨 
 回復期以降の⼼臓病領域（⼼不全・⾎管
病）の患者・家族の適切な相談⽀援の充実・
普及・標準化に向けた提⾔をまとめること
を⽬的とした調査研究として、慢性⼼不全
看護認定看護師や⼼不全療養指導⼠を対象
とした調査、相談⽀援窓⼝に従事する多職
種スタッフへの調査、脳卒中・⼼臓病等総合
⽀援センターモデル事業採択府県における
循環器相談⽀援部⾨の⽀援体制の調査を実
施し、多職種・多機関連携による循環器疾患
の相談⽀援の現状を明らかにした。 
 
A．研究⽬的 
 ⽇本循環器学会及び⽇本脳卒中学会と連
携し、回復期以降の⼼臓病に対する患者⽀
援体制の現状調査を⾏い、上記の研究で抽
出された課題の原因を調査し、多職種・多機
関の連携による⽀援体制を充実させするた
めの⼿法を提案することを⽬的とする。 

⼼臓病サブワーキンググループ（SWG）
では、調査研究の結果から⼼臓病領域（⼼不
全・⾎管病）の多職種・多機関連携による相

談⽀援の課題を整理し、回復期以降の適切
な相談⽀援の実施に必要な体制・要件を整
理し、相談⽀援の充実・普及・標準化に向け
た提⾔をまとめることを⽬的とする。 
  
B．研究⽅法 
 令和 5 年度に実施した調査研究の⽅法は
以下の通りである。 
① 慢性⼼不全看護認定看護師や⼼不全療
養指導⼠を対象とした調査 

本調査では、１）相談⽀援の実施状況、２）
職種による相談⽀援内容の特徴、３）ニーズ
の⾼い相談⽀援内容、４）相談⽀援をする上
での障壁を明らかにすることを⽬的とした。 

調査⽅法はWebによるアンケート調査と
し、調査対象は令和 4 年度の脳卒中・⼼臓
病等総合⽀援センターモデル事業（以下、
「モデル事業」という。）採択府県の医療機
関に所属する慢性⼼不全看護認定看護師お
よび⼼不全療養指導⼠とした。調査内容は、
対象者の属性、対象施設の属性、多職種連携
の実施状況、相談⽀援の実施状況、職種によ
る相談⽀援内容の特徴、ニーズの⾼い相談



⽀援内容、相談⽀援をする上での障壁、相談
⽀援に対する認識等、包括的なものとした。
アンケート調査項⽬は事前にアンケート調
査サブワーキンググループで複数回検討を
⾏い、⼼臓病 SWG の承認を得て確定した。 
（倫理⾯への配慮）本調査は北⾥⼤学看護
学部研究倫理委員会の承認のもと実施した。 
② 相談⽀援窓⼝に従事する多職種スタッ
フへの調査 
 ①のアンケート調査から脳卒中・⼼臓病
等総合⽀援センター事業の実施施設に従事
する多職種スタッフの調査結果を抽出し、
調査内容の検討を⾏った。 
③ モデル事業採択府県における循環器相
談⽀援部⾨の⽀援体制の調査 
 令和 4年度及び令和 5 年度にモデル事業
に採択された脳卒中・⼼臓病等総合⽀援セ
ンターに対して、⽇本循環器学会事務局の
協⼒のもと、以下の項⽬についての調査を
実施した。 
・相談⽀援部⾨において、回復期以降の循
環器疾患患者の相談⽀援に携わる者の職
種・⼈数（うち、専従ならびに専任の職種・
⼈数） 
・院内外の患者・家族、地域住⺠、医療機関
等からの、回復期以降の循環器疾患に関す
る相談に対応する体制（業務フロー等） 
・回復期以降の循環器疾患患者に対する相
談⽀援の広報・周知活動 
・回復期以降の循環器疾患患者・家族から
フィードバックを得る体制（相談者からの
ニーズと合致するような取組をしているか） 
・回復期以降の循環器疾患患者の相談⽀援
に係る連携・協⼒体制（地域医療機関や在宅
医療を提供する病院及び診療所、地域包括
⽀援センター等との情報共有や多職種間で

の役割分担等） 
  
C．研究結果 
① 慢性⼼不全看護認定看護師や⼼不全療
養指導⼠を対象とした調査 

Webによる調査を実施し、⼼不全療養指
導⼠ 222 名、慢性⼼不全/⼼不全看護認定看
護師 101 名から回答を得た（回答率20.9％）。 

相談⽀援の対象となった疾患は⼼不全、
虚⾎性⼼疾患、弁膜症、頻脈性不整脈が上位
を占めた。循環器疾患の患者・家族への相談
⽀援における多職種連携について27％が意
⾒を出し合う場⾯が⼗分でない、30％が合
意形成が⼗分に⾏われていないと回答した。 

相談⽀援のニーズが⾼い病期として、⼊
院中の回復期、退院直後、退院後が挙げられ
た。相談⽀援に求められる技術・知識とし
て、再発予防や疾患・治療の知識、コミュケ
ーション技術、⾷事・運動療法の知識、意思
決定⽀援の知識が上位を占めたが、半数以
上が⼼理的⽀援技術、問題解決技法、⾯接技
術、倫理的問題に対する解決技法が必要と
回答した。 
今までに実践した相談⽀援の内容として、
服薬、運動、⾷事などの⽇常⽣活に関連する
内容に加え、症状緩和、緊急時の対応、患者
−家族間の関係、緩和ケアなどが挙げられ
た。このうち、対応が困難な相談内容とし
て、緩和ケア、予後、精神的問題、症状緩和、
遺族ケアなどが挙げられた。 

相談⽀援の充実を図る上での障壁として、
相談⽀援を実施するうえでの診療報酬の未
設定、相談⽀援を実施する勤務体制の未整
備、診療報酬、家族と会う機会の少なさ、相
談⽀援に関する医療者の知識不⾜が挙げら
れた。 



対応が困難な地域連携における相談⽀援
ニーズとして、患者会・ピアサポート、妊
娠・出産、セカンドオピニオン、就学・就労
⽀援、遺族ケアが挙げられた。 
最後に、相談⽀援業務にどの程度能⼒が
発揮できているかという質問に対し、⼼不
全療養指導⼠、認定看護師ともに約 40%が
「まったく発揮できていない」「あまり発揮
できていない」と回答した。 
② 相談⽀援窓⼝に従事する多職種スタッ
フへの調査 

⼼不全療養指導⼠ 8 名、⼼不全看護認定
看護師 3 名から回答を得た。相談⽀援のニ
ーズが⾼い疾患として、⼼不全、⼼筋症、虚
⾎性⼼疾患が挙げられた。地域医療機関や
社会福祉サービスとの連携も実施されてお
り、社会福祉制度の紹介、施設間の患者情報
の共有などが⽰された。本事業においてサ
ービス提供体制の充実を図る上での障壁と
して、地域医療機関、患者、家族、地域⼀般
住⺠における本事業の認知度の低さ、本事
業に専念するための勤務体制の未整備、本
事業への連絡⼿段の未整備などが挙げられ
た。本事業に従事する多職種スタッフに求
められる技術・知識として、⾯接技術、コミ
ュニケーション技術、治療、疾患の知識、社
会福祉制度の知識などが挙げられた。本事
業での対応が難しい相談内容として、患者
会やピアサポートの紹介、妊娠・出産に関す
る相談、遺族ケアなどが挙げられた。 
③ モデル事業採択府県における循環器相
談⽀援部⾨の⽀援体制の調査 

⽇本循環器学会事務局の協⼒の下、27施
設から回答を得た。 

相談⽀援部⾨において回復期以降の循環
器疾患患者の相談⽀援に携わる者の職種に

ついては、⼈数の多い順から医師（平均 4.4
⼈）、看護師（同 3.6 ⼈）、事務職（同 1.8 ⼈）、
社会福祉⼠（同 1.7 ⼈）、リハビリ専⾨職（同
1.2 ⼈）であった。また、他業務との兼務が
原則不可の専従は事務職（同 0.4 ⼈）、看護
師（同 0.3 ⼈）、社会福祉⼠（同 0.2 ⼈）、リ
ハビリ専⾨職（同 0.1 ⼈）の順に多く、医師
は他業務との兼務が可能な専任が⼤多数で
あった（98.3％）。 

回復期以降の循環器疾患に関する相談に
対応する体制については、23施設が既に体
制が整備されている、残り 4 施設が整備中
と回答した。各施設からの⾃由記載により
収集した⽀援内容には医療相談、医療福祉
相談、復職・就職⽀援、移⾏期⽀援が挙げら
れた。 

相談⽀援の広報・周知活動は 24施設で実
施されており、ホームページ・SNS、ポスタ
ー・デジタルサイネージによる院内掲⽰、フ
ライヤー・リーフレット・ポストカードの配
布、市⺠公開講座や医療者を対象とした研
修会・勉強会の開催、マスメディア（TV、
ラジオ、新聞、雑誌）の活⽤、商業施設での
イベント開催等、様々な⼿法が挙げられた。 

患者・家族からフィードバックを得る体
制は、11施設が既に整備されている、8施
設が現在準備中と回答した。アンケート調
査、多職種カンファレンスや運営会議での
共有、外来での⾯談・電話でのモニタリン
グ、相談内容のリスト化等の⼿法で実施さ
れていた。 

医療機関、地域包括⽀援センター等との
情報共有や多職種間での役割分担等相談⽀
援に係る連携・協⼒体制については、17施
設が既に構築されている、6 施設が構築中
と回答した。リハビリ病院、⻑期療養型病



院、かかりつけ医等との医療機関との連携
の取組として、回復期病棟を有する医療機
関との連携パスカンファレンスの開催、各
医療機関における相談⽀援窓⼝の設置、連
携会議・研修会の開催が挙げられた。多職種
連携の取組として、多職種カンファレンス
の開催、治療⽬標や⽀援⽬標についての情
報共有、多職種が療養指導を⾏う⽬的に作
成した「在宅療養⽀援ガイドブック」の配布
等が挙げられた。また、⾏政も含めた協議体
（開業医、医師会、⻭科医師会、訪問看護師
会、訪問介護師会、居宅⽀援事業所、医療ソ
ーシャルワーカー協会、薬剤師会、⾏政から
構成）を設置していると回答した施設があ
った。 
 
D．考察 
① 慢性⼼不全看護認定看護師や⼼不全療
養指導⼠を対象とした調査 

循環器疾患の相談⽀援では多様な疾患へ
の対応が求められ、相談⽀援の専⾨性をど
のように⾼めていくか、検討が必要である。
相談⽀援における多職種連携の重要性は認
識されているものの、意⾒交換や合意形成
の不⼗分さが課題である。相談⽀援のニー
ズが⾼い⼊院中の回復期、退院直後、退院後
についてはシームレスな相談⽀援体制が求
められる。相談⽀援に求められる技術・知識
として挙げられた項⽬については、これら
技術・知識の獲得への⽀援が必要である。対
応が困難と感じる内容として挙げられた緩
和ケア、予後、不安・精神的苦痛については、
他の専⾨職との連携を強化する必要がある。
地域連携において対応が困難とされた内容
については、総合⽀援センターと各医療機
関との連携による対応が⼀層求められる。

本調査は次年度以降も継続的に実施し、相
談⽀援の課題を明らかにする予定である。 
② 相談⽀援窓⼝に従事する多職種スタッ
フへの調査 
今回の調査では回答者が少数であり、今
後も継続して調査を実施する必要がある。 
③ モデル事業採択府県における循環器相
談⽀援部⾨の⽀援体制の調査 

回復期以降の循環器疾患患者の相談⽀援
に携わる者の職種・⼈数の調査からは、医
師、看護師、事務職、社会福祉⼠、リハビリ
専⾨職の必要度が⾼いと認識されている現
状が⽰唆される。また、回復期以降の具体的
な⽀援内容として医療福祉相談や復職・就
職⽀援が挙げられ、社会福祉⼠が回復期以
降の相談⽀援において重要な役割を担って
いることが⽰唆されることから、回復期以
降の循環器疾患患者の相談⽀援における社
会福祉⼠の役割の実態と課題を明らかにす
ることが望まれる。 

回復期以降の相談⽀援の体制整備、広報・
周知活動、相談⽀援に係る連携・協⼒体制は
多くの施設で実施されているが、患者・家族
からフィードバックを得る体制については
整備が進んでいない現状が明らかとなった。
フィードバック情報には患者・家族が抱え
る相談⽀援ニーズが包含されていると考え
られることから、モデル事業参加施設間の
連絡会議で好事例を共有する等の取組によ
りフィードバックを得る体制の整備を進め
ることが望まれる。 
 
E．結論 

調査研究の結果から、多職種・多機関連携
による循環器疾患の相談⽀援の現状を明ら
かにした。引き続き調査研究を実施し、回復



期以降の適切な相談⽀援に必要な体制・要
件を整理することが求められる。 
 
F. 健康危険情報 
 総括研究報告書に記載。 
 
G．研究発表 
１．論⽂発表 
 該当なし。 
２．学会発表 
・眞茅みゆき, 循環器病を有する患者およ
び家族に対する療養上の相談⽀援に関する
実態調査. 第 88回⽇本循環器学会学術集会. 
2024年 3⽉ 10⽇. 兵庫県神⼾市.  
 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を含
む。）該当なし。 
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2024年4月5日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 京都大学  

 
                      所属研究機関長 職 名 総長  
                                                                                      
                              氏 名  湊 長博        
 

   次の職員の（令和）５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業                       

２．研究課題名  回復期以降の循環器病に対する多職種連携による患者支援体制の充実・普及に資す 

る研究         

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部附属病院・特任病院教授                 

    （氏名・フリガナ） 宮本 享・ミヤモト ススム                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2024年  4月 22日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 自治医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 永井良三            
 

   次の職員の（令和）５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業                       

２．研究課題名  回復期以降の循環器病に対する多職種連携による患者支援体制の充実・普及に資す 

る研究         

３．研究者名  （所属部署・職名） 内科学講座神経内科学部門 教授                                 

    （氏名・フリガナ） 藤本茂・フジモトシゲル                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和６年３月２９日  
 
厚生労働大臣 殿 

                                                                                              
                   
                              機関名 国立大学法人東北大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  総長 
                                                                                      
                              氏 名  大野 英男          
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業                                         

２．研究課題名 回復期以降の循環器病に対する多職種連携による患者支援体制の充実・普及に資する研究                                         

３．研究者名    医学系研究科・教授                                  

      安田 聡・ヤスダ サトシ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ■ 無 □（有の場合はその内容：研究実施の際の留意点を示した。  ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2024年5月9日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名  岩手医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  小笠原 邦昭        
 

   次の職員の（令和）５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業                       

２．研究課題名  回復期以降の循環器病に対する多職種連携による患者支援体制の充実・普及に資す 

る研究         

３．研究者名  （所属部署・職名）    脳神経外科学講座・教授                      

    （氏名・フリガナ）    小笠原 邦昭・オガサワラ クニアキ             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2024年 5月 13日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名  国立大学法人鳥取大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  中島 廣光       
 

   次の職員の（令和）５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業                      

２．研究課題名  回復期以降の循環器病に対する多職種連携による患者支援体制の充実・普及に資す 

る研究         

３．研究者名  （所属部署・職名）  医学部・教授                         

    （氏名・フリガナ）  山本 一博・ヤマモト カズヒロ                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2024年   5月  8日 
厚生労働大臣 殿 

                                                                                              
                   
               機関名 国立研究開発法人 

国立循環器病研究センター    
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                              氏 名  大津 欣也        
 

   次の職員の（令和）５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業                       

２．研究課題名  回復期以降の循環器病に対する多職種連携による患者支援体制の充実・普及に資す 

る研究                                   

３．研究者名  （所属部署・職名）    脳神経外科・部長                              

        （氏名・フリガナ）    片岡 大治・カタオカ ヒロハル                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ☑   □ ☑ 国立循環器病研究センター □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ☑ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ☑ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ☑ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ☑   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ☑ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ☑ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ☑（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和６年３月２８日 
 
厚生労働大臣  殿 

                                                                                              
                   
                              機関名  北海道大学 

 
                      所属研究機関長 職 名   総長 
                                                                                      
                              氏 名    寳金 清博       
 

   次の職員の令和５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業                 

２．研究課題名 回復期以降の循環器病に対する多職種連携による患者支援体制の充実・普及に資する研究  

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院医学研究院・教授                   

    （氏名・フリガナ） 安斉 俊久・アンザイ トシヒサ                    

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



2024年 5月 8日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名  埼玉医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名  学長 
                                                                                      
                              氏 名  竹内 勤       
 

   次の職員の（令和）５年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業                       

２．研究課題名  回復期以降の循環器病に対する多職種連携による患者支援体制の充実・普及に資す 

る研究         

３．研究者名  （所属部署・職名） 埼玉医科大学国際医療センター・客員教授                   

    （氏名・フリガナ） 牧田茂・マキタシゲル                       

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


